
令和８年４月１日 

各   位 

 

酒田市教育委員会社会教育課 

 

ひらた生涯学習センター（テニスコート、多目的ホール） 

６月～７月の事前申請について 

 

ひらた生涯学習センター（テニスコート、多目的ホール）について、６月～７月分の事

前申請を受け付けいたします。 

事前申請をする場合、下記のとおり申込書の提出が必要です。使用希望時間が重複

した場合は、社会教育課が調整させていただきます。 

 

記 

申し込み先 ・社会教育課（総合文化センター内） 電話24-2992 

・ひらた生涯学習センター 電話54-2211 

・平田総合支所地域振興課 電話52-3910 

申込期限 令和８年４月１７日（金）午後５時 

提出方法 別紙申込書を、申し込み先へ持参、または下記へ郵送、またはＥメール

で提出。Ｅメールで提出する場合、件名を【ひらた生涯学習センター事

前申請】とし、送信後に必ず電話で社会教育課へ送信確認をしてくだ

さい。 

注意事項 ① 事前申請の結果は５月上旬に決定し、郵送にてお知らせします。 

② 事前申請の結果は仮予約の扱いになります。使用許可申請書を使

用日の１週間前まで必ず提出してください。期限まで提出が無い場

合は、使用ができなくなる場合があります。 

③ 減免申請書を提出する場合も使用日の１週間前まで必ず提出して

ください。 

④ ５月 20日以降は、一般の受け付けを開始します。 

キャンセル

について 

使用日の一週間前以降のキャンセルは、キャンセル料（使用料）をい

ただきます。ただし、テニスコートの夜間利用の場合は、当日午後６時

以降のキャンセルは、キャンセル料（使用料）をいただきます。 

問合せ先 〒９９８－００３４ 酒田市中央西町２番５９号 

酒田市総合文化センター内 酒田市教育委員会 社会教育課 

TEL：0234-24-2992  FAX：0234-24-5780 

E-mail  shakai@city.sakata.lg.jp 

 


